
 

 

 

 

 

 

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定 

本市では、危険な暑さから避難できる場所として、下記の施設を指定暑熱避難施

設（クーリングシェルター）に指定しました。クーリングシェルターは、環境省か

ら熱中症特別警戒アラートが発表された場合に、熱中症による重大な健康被害の発

生を防止するため開放される施設です。 

報道機関の皆様におかれましては、ぜひ記事に取り上げていただきますようお願

いいたします。 

記 

1. 開放期間 

  6月 17日（月）～10月 23日（水） 

※熱中症特別警戒アラート発表の有無に関わらず、 

各施設の開放時間中は常時開放します。 

2. クーリングシェルター指定公共施設一覧 

№ 施設 開放日時 

1 富谷市役所１階市民交流ホール 

（住所：富谷坂松田 30 番地） 

平日 

8：30～17：30 

2 富谷中央公民館 

（住所：富谷西沢 13 番地） 

 

 

 

 

平日、土・日曜日、祝日 

9：00～17：00 

3 富ケ丘公民館 

（住所：富ケ丘三丁目 1 番 28 号） 

4 東向陽台公民館 

（住所：明石台一丁目 1 番地） 

5 あけの平公民館 

（住所：あけの平二丁目 22 番地 14） 

6 日吉台公民館 

（住所：日吉台二丁目 22 番地 15） 

7 成田公民館 

（住所：成田一丁目１番地１） 

8 富谷市総合運動公園スポーツ交流館 

（住所：一ノ関臑合山 6 番地 8） 

火～日曜日(月曜日が祝日の場合は、

翌火曜日が休館日) 9：00～17：00 

9 富谷市まちづくり産業交流プラザ(TOMI+) 

（住所：富谷新町 95 番地） 

平日、土・日曜日、祝日 

9：00～21：00 

10 やすらぎパークとみや 

（住所：大亀漆穂二番 12 番地 2） 

火～日曜日(月曜日が祝日の場合は、

翌火曜日が定休日) 9：00～17：00 

※クーリングシェルターの表示等（のぼり旗やポスター）は、包括的連携協定を締結している大

塚製薬の協力により作成しています。 
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気候変動適応法の改正概要 
 

 

気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、下記のとおり気候変動適応法が改正

されました。改正気候変動適応法の施行により、熱中症特別警戒情報が創設され、市町村は指定

暑熱避難施設（以下、クーリングシェルター）を指定できることとなりました。 

 

【主な改正内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【熱中症特別警戒情報について】 

1. 概要 

改正気候変動適応法の施行により、熱中症特別警戒情報が発表された際は、県は自治体

に、自治体は住民及び関係のある公私の団体に伝達することが義務となりました。 

熱中症特別警戒情報の発表基準は「都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点に

おける、翌日の日最高暑さ指数（WBGT）が 35（予測値）に達する場合」とされています。 

熱中症警戒情報の発信は令和 6年 4月 24日から開始となり、発表までのタイミングとし

ては前日午前 10 時頃時点における翌日の予測値で判断し、前日午後 2時頃に発表されま

す。 

宮城県に熱中症特別警戒情報が発表された場合、富谷市からは住民向けに LINEやホーム

ページなどで周知します。 

 

2. 実施期間 

  4月第 4水曜日から 10月第 4水曜日 

  ※令和 6年度：4月 24日（水）～10月 23日（水） 

⇒気候変動適応法第 16条 

⇒気候変動適応法第 18条及び第 19条 

⇒気候変動適応法第21条 

⇒気候変動適応法第23条 

令和5年 

6月 1日施行 

令和6年 

4月 1日施行 


